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議会運営委 員会 ・議会前に開催し、本会議の運営について協議します。

・議長が開会の宣言をします。

・議長が議案などの案件を議題にします。

・議案の提出者 (市長)が主旨を説明します。

・議員が議案に対して疑間点を質問し、提案者が答えます。

・議案を詳細に審査するために各委員会に審査を委ねます。

・付託された議案などについて審査し、委員会としての可否

を決めます。

※嘉麻市議会では、総務財政委員会、民生文教委員会、産業

建設委員会の 3つの常任委員会があり、各委員会で専門的
に詳し<審査します。

・議員が議案とは関係なく市政全般について質問し、

市長などが答弁します。

・最終日の議事日程などについて協議します。

・委員会での審査経過や結果を報告します。

・議案などについて、議員が賛成・反対の意見を述べます。

・議案などの採決を行い、市議会の意思を決定します。

委員会付託

議 会運 営 委員会

委 員長報告

会
期

（
毎
会
期

の
初

日
に
議
会

の
議
決

で
決
定

し
ま
す
）

・議長が閉会の宣言をします。

議会だよりかまし(41号 )


